
北彩あんしんリング運用ポリシー 
 

（目的） 

第１条 この運用ポリシーは、北彩あんしんリング（以下、「システム」という。）で

使用される機器、ソフトウエア及び運用に必要な仕組み全般について、その取扱い

及び管理に関する事項を定め、システムの適正な運用に資することを目的とする。 

 

（法令及びガイドライン） 

第２条 システムを利用する事業所等は、医師法（昭和２３年法律第２０１号）及び

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等の各種法令を遵守し、

次の各号に掲げるガイドラインを十分理解したうえで、システムを利用することと

する。 

（１） 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 最新版 

（２） 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ

イン 最新版 

 

 （対象患者） 

第３条 システムを利用した情報共有の対象は、次の各号に掲げる患者とする。 

 （１） 往診等を受けており、北埼玉在宅医療連携室に患者登録されている患者 

 （２） 主治医が必要と認めた患者 

 

（患者同意等） 

第４条 主治医は、システムで情報共有を行うにあたって、前条の対象患者又はその

家族及び北埼玉在宅医療連携室と在宅医療における個人情報使用同意書（様式第１

号）を交わし、各々所持するものとする。 

２ 主治医は、前項の同意書を交わした対象患者及び当該対象患者についてシステム

で情報共有しようとする者を決定し、北埼玉在宅医療連携室に報告するものとする。 

 

（グループ登録等） 

第５条 北埼玉在宅医療連携室は、システムの運用に関し、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

（１） 対象患者並びにグループの登録、削除及び管理 

（２） 前条第２項の情報共有しようとする者のグループへの招待及び解除 

（３） その他システムの運用に関して必要な業務 

２ 前項第１号のグループの登録は、対象患者ごとに行うものとする。 

 

（利用申込等） 

第６条 前条第１項第２号の規定によるグループへの招待を受けて、システムを利用

しようとする事業所等（以下「事業所等」という。）の管理者は、システムを利用す

る従事者（以下「利用者」という。）のＩＤを取得し、及び管理するものとする。 



２ 前項の規定によりＩＤを取得した事業所等の管理者は、北埼玉医師会長に対し、

北彩あんしんリング利用申込書兼変更届（様式第２号）及び北彩あんしんリングの

利用に係る誓約書（様式第３号）を提出するものとする。 

３ ＩＤを取得した利用者が異動又は退職等によりシステムを利用しなくなった場合

は、事業所等の管理者は、北埼玉医師会長に対し、速やかに利用者の削除又は変更

について届け出るものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の利用者の削除又は変更の届出について準用す

る。ただし、様式第３号の提出は要しない。 

 

（事業所等の管理者の責務） 

第７条 事業所等の管理者は、自己の事業所等内でシステムが適切に利用されるよう

に、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 患者情報及び個人情報等の管理全般 

（２） システムで利用するＩＴ機器の管理 

（３） 利用者との業務情報保持に関する誓約書（様式第４号）の取り交わし 

（４） 利用者への定期的な教育の実施 

 

（ＩＤ・パスワードの管理） 

第８条 ＩＤ及びパスワードの管理は、次の各号に定めるところにより行うものとす

る。 

（１）  パスワードはメモを残したりせず、人目にふれないように細心の注意を払

って利用者個人が管理し、共有しないこと。  

（２）  一つのＩＤを複数人で共有しないこと。  

（３）  パスワードは、英数混合８桁以上とし、定期的（最長で２か月に１回）に

必ず変更すること。  

（４）  利用が終わったら、必ずログアウトすること。  

（５）  パソコンの場合、離席時にも必ずログアウトすること。  

（６）  スマートフォン、タブレット及びパソコンなど、利用するすべての端末に

はロックをかけること。 

 

（ＩＴ機器のセキュリティ対策） 

第９条 ＩＴ機器のセキュリティ対策は、次の各号に定めるところにより行うものと

する。 

（１） 情報機器に対して起動時パスワード（英数混合８文字以上）を設定するこ

と。ただし、設定にあたっては、推定しやすいパスワードを避け、定期的にパス

ワードを変更すること。 

  （２）  情報機器には、ファイル交換ソフト（Ｗｉｎｎｙ等）をインストールしな

いこととし、すでにインストールしている場合は、削除すること。 

 （３） 情報機器には適切なウイルス対策ソフトをインストールし、最新の状態に

更新しておくこと。 



 （４） ブラウザはＩＤやパスワードを記憶する設定にしないこと。 

 （５） システムの操作においては、定められた手順を守り、情報のダウンロード、

コピー及びスクリーンショットの取得を行わないこと。 

 （６） リモートワイプサービスを利用すること。 

 （７） 緊急回線停止サービス等を利用すること。 

（８） 情報及び情報機器を持ち出す場合は、持ち出す情報の内容、格納する媒体、

持ち出す目的及び期間等を書面で事業所等の管理者に届け出て、承認を得ること。 

 （９） 利用者個人が所有する端末を業務で使用する場合には、第１号から前号ま

でと同様の運用を行うものとする。 

 

（利用上の留意事項） 

第１０条 利用者は、次の各号に掲げる事項に留意して、システムを利用するものと

する。 

 （１） グループへの招待を受けたときは、自分がそのグループに参加することが

ふさわしいかどうかを判断してから、招待の受理を行うこと。 

 （２） グループの参加者を分かりやすくするため、システムの個人設定で自分の

プロフィール及び顔写真を登録すること。 

（３） システムへの書き込みは、必要最低限の内容とし、簡潔に分かりやすくす

ること。 

（４） グループへの書き込みは、その患者に関することのみとし、別の患者の情

報を書き込まないこと。 

 （５） 自分が担当からはずれたときは、速やかに当該グループメンバーから解除

を行うこと。 

 （６） 事業所等の退職等によりシステムを利用する必要がなくなったときは、当

該事業所等から貸与されているＩＴ機器があれば返却し、及び業務情報保持に関

する誓約書に基づき、必要な手続きを行うこと。 

 （７） 書き込みに際して、確定操作（入力情報が正しい事を確認する操作）を行

い、入力情報に対する責任を明示すること。   

（８） 与えられたアクセス権限を越える操作を行わないこと。   

（９） システムの異常を発見した場合、または使用する機器が紛失もしくは盗難

等にあった場合には、速やかに事業所等の管理者に報告し、その指示に従うこと。   

（１０） 不正アクセスを発見した場合は、速やかに事業所等の管理者に連絡しそ

の指示に従うこと。 

 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、北埼玉医師会長が別に定め

る。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年１１月１日から施行する。 


